
大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　企画財政部　財政課

達成
目標

　補助金の透明性の確保・補助事業の執行の適正化

効果 　廃止や見直しによる歳出削減

指標 現状 中間年度 最終年度

継続事業評価の実施回数 1回 1回 1回

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

継続事業評価の実施

予算執行・要綱等設定時
での審査

適切な補助金執行の周
知徹底

備考

項目
名称

No. 20 　補助金の適正化

分類

現状
と

課題

　補助金は、その目的や効果を十分に検討して制度を構築するが、当初の目的を達成したものや、
社会経済情勢の変化に対応していないもの、また、包括外部監査において、適正な支出ではないと
判断されたものも見受けられる。補助金交付要綱制定の徹底と事業効果等の観点から再点検を行
い、廃止・統合を含めた見直しを推進していく。

取組
内容

1　事業評価制度を活用した補助事業の点検
2　予算執行・要綱等設定時点での審査
3　適切な補助金の執行に係る考え方の周知徹底（通知）

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

既存の補助事業については今年度の継続事業評価を通して、その事業効果や必要性につ
いて評価を行い、統合、廃止を含め整理を行った。また、財政課合議の必要な補助要綱の
改正や支出負担行為の段階においても、公正・公平かつ公益に資する補助金であるか
等、審査を行っている。

最終取
組状況

既存の補助事業については継続事業評価の結果を踏まえ、予算編成時に整理を行った。
また、財政課合議の必要な補助要綱の改正や支出負担行為の段階においても、公正・公
平
かつ公益に資する補助金であるか等、審査を行った。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

継続事業評価の結果を踏まえ、予算編成時に整理を行った。次年度も継
続して同様の取組を行うことで、更なる補助金の適正化を図っていく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　　企画財政部　都市戦略局都市戦略課

達成
目標

　受益者負担の適正化

効果 　自主財源の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

使用料の見直し

使用料設定基準の見直
し

使用料設定基準（改定
版）に基づく使用料の見
直し

備考

項目
名称

No. 21 　使用料の適正化

分類

現状
と

課題

　平成28年（2016年）7月に、「宮崎市公共施設使用料設定基準」を策定し、公平性を確保するために
受益者負担の原則に基づき、適正な使用料の設定に取り組むこととした。
　現在、使用料が異なる同一目的施設間の調整や減免の取扱いについて全庁的な見直しが必要で
ある。

取組
内容

　１．「宮崎市公共施設使用料設定基準」に基づく、施設使用料の見直し・設定
　２．「宮崎市公共施設使用料設定基準」の見直し
　３．「宮崎市公共施設使用料設定基準（改定版）」に基づく、施設使用料の見直し・設定

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

前年度までの検討結果を基に、見直しの基本的な考え方をまとめ、各対象施設の所管課
に通知。当該考え方に基づいた各施設の料金表の作成に着手した。

最終取
組状況

有識者や各分野の市民代表で構成する市民検討会を設置し、見直しの基本的な考え方や
見直し後の使用料案等について意見を伺った。また、検討会の開催状況は随時公表し、第
3回の検討会では、これまでの意見を踏まえた見直し案の修正案を提示した。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

市民検討会の開催により、庁内で取りまとめた見直し案に外部の視点を
取り入れるとともに、検討の内容を市民に広く周知することができた。次
年度は、検討会の最終的な意見（報告書）を踏まえ、見直し案を確定し、
各施設の条例改正を目指す。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目標

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　　企画財政部　都市戦略局都市戦略課

達成
目標

　公民連携による新たな歳入確保に向けた取組の推進

効果 　公民連携による歳入の確保

指標
現状

（H29年度）
中間目標
（R2年度）

最終目標
（R4年度）

広告料収入等
（広告料収入・広告による削減額・広告による行政財産
目的外使用料）

－ 14,700千円 15,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

歳入確保に向けた新たな
取組の検討・実施

広告事業審査会の実施

備考

項目
名称

No. 22 公民連携による新たな歳入確保の取組について

分類

現状
と

課題

　公民連携による歳入確保の取組については、すでに広告事業として住民票等の持ち帰り用封筒や
家庭ごみ収集カレンダー等について実施しており、平成29年度からは「デジタルサイネージ式情報案
内板」の設置を行うなど、市民サービスの更なる向上と新たな歳入確保に取り組んでいるところであ
る。
　今後も引き続き、厳しい財政状況の中で、公民連携による新たな歳入確保の取組について、検討を
行う必要がある。　

取組
内容

1　歳入確保に向けた新たな取組の検討・実施
2　「宮崎市広告事業実施要綱」に基づく宮崎市広告事業審査会の実施

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不要額 9,706 

必要額

効果額 9,706 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

公有財産（土地・建物）を活用した新たな歳入確保の可能性についてのサウンディング型
市場調査を通年で実施している。また、「宮崎市広告事業実施要項」に基づく広告事業審
査会を２回開催した。

最終取
組状況

公有財産（土地・建物）を活用した新たな歳入確保の可能性に関するサウンディング型市
場調査については、対話の申込はなかった。また、「宮崎市広告事業実施要綱」に基づく広
告事業審査会を４回（５件）開催した。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

サウンディング型市場調査を実施したが、対話の申込がなかった。一方、
各課における広告事業の導入により、一定の歳入を確保した。次年度も
引き続き新たな事業化の検討を行うとともに、各課に対して広告事業の
積極的な導入の呼びかけを行う。また、引き続き企業版ふるさと納税制
度を活用した歳入確保にも努めていく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和4年度（2022年度）に各課が実施した広告事業による収入
及び事業費削減額（概算）

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目標

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　総務部　総務法制課

達成
目標

　郵便による送付物の削減及びそれに伴う郵便料金の削減

効果 　郵便料金の削減

指標 現状 中間年度 最終年度

集中管理に係る郵便料金

140,209,235
円

（令和元年度
実績）

133,200,000
円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

他市の取組を参考とした
各種制度等の検討

職員に向けた研修等の
実施

郵便に変わる代替手段に
よる料金削減の実施

備考(特記事項)

*集中管理に係る郵便料金 　総務法制課で予算計上している総務事務管理費（一般財源）を財源と
した郵便物の郵送料金をいう。集中管理の郵便料金以外に、 特別会計や、国・県の補助金等を財
源とした、各担当部署ごとに予算計上している郵送料金がある。

項目
名称

No. 23 郵便料金の削減に向けた取組

分類

現状
と

課題

　郵便物の集中管理による郵送料*の特別料金適用や官公庁に対する合封による郵送など、郵便料
金の削減に取り組んでいる。今後、更なる削減に向けた取組が必要とされている。

取組
内容

1　他市等の取組を参考とした、各種制度等の活用の検討
2　郵便料金削減に関する職員に向けた研修等による啓発の実施
3　郵便による文書送付に代わる代替手段を利用した料金削減の実施

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

・庶務研修で郵便料金の割引制度を受けるために、庁内郵便の差出方法等についての研
修を行った。また、より安価な郵便サービスを利用するよう、研修の中で説明を行った。

最終取
組状況

・郵便料金の割引制度を受けるため、随時各課に指導を行った。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

新型コロナウイルス感染症関連の郵便物の増加及び郵便料金改定によ
り、郵便料金を削減することができなかったが、職員に向けた研修や随時
指導により、郵便料金削減に対する職員の意識は向上したと考える。郵
便の代替手段による料金削減の実施は行うことができなかったため、今
後必要に応じ検討する

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　納税管理課

達成
目標

【現年度目標収納率】
　平成30年度（2018年度）: 99.19%　令和元年度（2019年度）: 99.20%　令和2年度（2020年度）: 99.21%
  令和3年度（2021年度）: 99.22%  令和4年度（2022年度）: 99.23%

効果
・現年度分収入未済額を減少させることにより、次年度への滞納繰越額を減少できる
・滞納繰越額を減少させることにより、現年度への対応を充実することができる
・安定的な財源確保と収納率の向上が期待できる

指標 現状 中間年度 最終年度

市税収納率(現年度分）
99.18%

（2016年度)
99.21% 99.23%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

現年度分滞納整理の早
期着手

進行管理の徹底による高
額滞納の圧縮

新型コロナウィルス等の影
響により納税困難な状況
な方への納税相談対応　　

備考

項目
名称

No. 24 　市税の収納率向上

分類

現状
と

課題

　現年度滞納税分の早期対処と納期内納付の指導により、現年度収納率は、99％を達成したが、行
政需要に対応した税収の確保が求められている。また、納税者間の公平性を確保しつつ、歳入確保
を図る必要がある。
  なお、令和2年度は、新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方に対して、「特例制度」を適
用し、一年間の徴収猶予を実施しているが、次年度以降の家計等に与える税負担の影響が懸念さ
れる。

取組
内容

1　現年度分滞納整理の早期着手（財産調査の徹底、早期差押の実施）
2　進行管理の徹底による高額滞納の圧縮（差押えの強化及び高額充当差押の選択）
3　新型コロナウィルス等の影響により納税困難な状況にある方への状況に応じた納税相談対応

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

令和4年（2022年）9月30日現在の現年度収納率62.26%（前年度比0.16ﾎﾟｲﾝﾄ減）
【現年度分滞納整理の早期着手】
･5月～9月預金・生命保険の一斉照会、4月～9月に固定資産税滞納者・軽自動車税滞納
者（現年度）に差押予告書の一斉発送を行った。
・現年度分の納付相談では、納期内納付の厳守、滞納繰越分の納税相談では現年度との
並行納付(納期内納付）を条件とする指導に努めた。
【進行管理の徹底による高額滞納の圧縮】
・7月に滞納額50万円以上（特別整理案件は200万円以上）の案件について課長ヒアリング
を行い、滞納整理方針を決定し案件の進行管理を徹底した。
・財産調査を徹底し、高額充当が見込める債権・不動産について差押えを強化した。
【徴収猶予の「特例制度」に準じた適用】
・新型コロナウィルスの影響により相当の減収となった方に対して、１年間、市税の徴収を
猶予する制度の周知と適用を行った。

最終取
組状況

令和4年度現年度収納率99.37％(前年度比0.08ポイント増）
【現年度分滞納整理の早期着手】
・通常の一斉催告に加え、現年度のみの滞納者に対して、９月～１月に特別催告を実施し
早期納付を促した。また、納付に応じない場合は、財産調査を行い厳正な滞納処分を実施
して収納率向上を図った。
【滞納繰越分の圧縮整理】
・10月～12月に差押予告書の催告を行なった。併せて、財産調査と実態調査を実施し換価
できる財産がある場合は差押え等の滞納処分を行うとともに、執行停止の要件に該当する
場合は、執行停止を行い滞納圧縮を図った。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

滞納状況の早期確認と、速やかな催告により自主的な納付を促すととも
に、納付に応じない滞納者に対しては、財産調査等を行い厳正な滞納処
分を実施した結果、収納率の向上に繋がった。次年度も、事務効率を図
りながら早期の催告と滞納処分の徹底により財源確保に取り組んでいく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　納税管理課

達成
目標

　公平性を保った収納事務の推進

効果
・収納率の向上
・滞納繰越案件の整理促進

指標 現状 中間年度 最終年度

差押動産の公売実施回数（単年度開催数）
7回/年

(2016年度）
8回/年 8回/年

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

捜索及び差押財産の公
売実施

各課における私債権等管
理状況の把握と滞納整
理支援

徴収事務担当者の技術
力向上等による多重債務
者掘り起こしの強化

滞納整理方法の統一化
や情報共有化

債権回収のための研修
実施

備考
* 自力執行権　市税及び一部の債権は裁判所の判決を経ることなく、市自ら強制的に徴収すること
ができる。これを自力執行権といい、国税徴収法の規定により滞納処分をすることができる。

項目
名称

No. 25 　全庁的な収納対策の強化

分類

現状
と

課題

　市税をはじめとする自主財源の確保は、本市の財政運営上非常に重要であり、納付義務者間の公
平性を確保する観点からも、さらなる収納対策の強化が必要である。市が保有する債権は、自力執

行権*の有無や時効期間などが異なるため一様に取り扱うことが困難であり、各債権担当課の徴収
事務も複雑化している。このような状況のなか、各課の異なる対応により債務者に対する公平性を失
うことがないように事務の統一性を保ちながら、自力執行権のない私債権等については、裁判所によ
る債権回収を進めていく必要がある。

取組
内容

1　高額・困難案件への徹底した対応（捜索、公売）
2　私債権等の所管課における徴収事務・民事執行手続等に対する支援
3　生活再建型滞納整理の推進
4　滞納整理方法の統一化や情報共有化
5　債権回収のための研修実施

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

1 高額・困難案件への徹底した対応
・5月及び8月に不動産公売を実施。（公告件数は4件）。
・捜索の定例実施（令和4年(2022年）9月末現在：13件・捜索後納付額4,992,300円）
2 私債権等の所管課における徴収事務・民事執行手続等に対する支援
・公課等及び私債権等の所管課に対して6月に担当者会議を開催して債権の性質や処理
について説明した。7月にヒアリングを実施し、債権の管理状況を把握、助言、指導を行っ
た。
3 滞納整理方法の統一化や情報共有化
・担当者により滞納処分の差異が生じないよう方針を決定している。
4 債権回収の研修
・4月に新任職員を対象に研修を実施した。講師は2年目以上の職員で行い、知識の向上
を図った（参加者数：30名）
・6月に収納対策専門員による研修を実施した（参加者数：35名）

最終取
組状況

【高額・困難案件への徹底した対応】
・滞納者の給与や預貯金などの各種債権、不動産、動産等を1,159件（577,942,140円）を差
押えるとともに、破産事件や不動産競売事件等に対しては、破産管財人弁護士や裁判所
等に141件（53,847,291円）の交付要求を行った。なお、差し押さえた不動産に関しては公売
を4回（13件）実施し、2件（1,052,050円）が落札された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・滞納者宅への捜索を36件（滞納額34,499,793円）実施し64点の動産を差押え、窓口公売
を実施して1点（2,000円）を換価した。
【公課等及び私債権所管課における徴収事務・民事執行手続等に対する支援】
・財産調査等の滞納整理に関する相談に対して、手続きに関する説明やアドバイスを行
い、財産調査に必要な資料の提供を行った。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

　早期に財産調査や実態調査を行い厳正な滞納処分を実施するととも
に、不動産や動産の公売を実施することで、確実な滞納の解消に努め
た。また、庁内外の研修に参加することにより、徴収職員の能力向上にも
取り組んだ。なお、次年度も引き続き、財産調査、捜索、差押等の滞納処
分及び差押物件の公売を積極的に行い、確実な税収確保に努める。　　

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　市民税課

達成
目標

　各種調査による課税の適正化

効果 　課税実績額の増加による自主財源の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

各種調査の取組による課税実績の増加額（単年度）
65,000千円
（見込み）

65,000千円 65,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

扶養調査

法定資料せん調査

給与支払報告書未提出
事業所等調査

備考 * 法定資料せん　税務署に提出義務のある給与、報酬等の支払調書の一覧。

項目
名称

No. 26 　課税の適正化による自主財源の確保

分類

現状
と

課題

　個人住民税の賦課は、国税・住民税の申告書や給与支払報告書等の課税資料を基に行われる
が、これらの資料だけでは適正な課税が達成できない。このため、所得控除の適用誤りや所得の申
告漏れに関する各種調査を実施し、より公平で適正な課税を実現する必要がある。

取組
内容

1　扶養調査（概ね8月～12月に実施）

2　法定資料せん*調査（概ね8月～12月に実施）
3　給与支払報告書未提出事業所等調査（概ね8月～12月に実施）

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額 77,950

必要額

効果額 77,950

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

【扶養実態調査】
・被扶養者の所得調査や二重扶養の調査を行い、9月末現在において課税実績1,542件で
46,949,900円となっている。
【法定資料せん調査】
・法定資料せんの中で報酬、配当等の申告漏れの調査を行い、9月末現在において課税実績64件
で3,795,800円となっている。
【給報未提出調査】
・給報が提出されていない事業所に対して提出依頼を行い、9月末現在において課税実績49件で
12,495,400円となっている。

最終取
組状況

【扶養実態調査】
・令和４年度（2022年度）課税実績（最終）が、1,667件で50,205,800円となった。
【法定資料せん調査】
・令和４年度（2022年度）課税実績（最終）が、506件で14,948,900円となった。
【給報未提出調査】
・令和４年度（2022年度）課税実績（最終）が、51件で12,795,600円となった。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

 「課税の適正化による自主財源の確保」に基づき、計画的に各種調査を
予定通り行った。
 令和５年度（２０２３年度）についても、同様の調査を行うことにより、公平
で適正な課税を実現と自主財源の確保に努めることとする。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　資産税課

達成
目標

　申告件数の増と申告内容の精査による公平・適正な課税の実現

効果 　税収増による歳入の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

償却資産申告件数（単年度）
9,000件

（見込み）
10,000件 10,300件

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

申告啓発活動

税務署調査による未申告
者・資産無し申告者への
申告指導

簡易調査

備考

項目
名称

No. 27 　償却資産の公平・適正な課税のための啓発及び調査の実施

分類

現状
と

課題

　固定資産税における償却資産については、事業者の申告により課税することになっているが、個人
事業者については、償却資産について申告が必要なことを知らずに申告をしていないケースが多々
見られる。また、申告書を提出している事業者においても、課税対象資産の申告漏れや対象外の資
産計上など誤った申告も多く見られるため、申告の啓発や指導、内容の精査が必要となっている。

取組
内容

1　申告啓発活動の充実
2　税務署調査による未申告者への申告指導、資産の申告漏れの疑いがある事業者への修正申告
　指導
3　事業者提出の固定資産台帳と、申告内容を照合する簡易調査の実施

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額 3,892,051 

必要額 3,808,836 

効果額 83,215 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

【個人事業者への申告啓発活動の充実】
・12月にラジオ放送、12月市広報に掲載予定
・農業団体の1月機関誌へのチラシ折込み配布予定
・税務署、保健所への各種事業届出者へチラシ配布予定

【税務署調査による未申告及び資産なし事業者への申告指導】
・税務署保有の個人の申告書閲覧等により令和5年度(2023年度）の新規及び申告漏れが
ある課税対象者約310人を抽出し申告書を発送予定
・当初申告未申告者に対し、5月にはがきによる催告1,476件。12月に太陽光発電事業者へ
申告再案内予定
・税務署調査（令和2年度(2020年度）実施分）における未申告者の課税台帳作成

【経済産業省等への調査による太陽光発電事業者への申告案内】
･太陽光発電事業者（令和4年度(2022年度）調査実施分）13人へ令和5年度(2023年度）申
告書を発送予定

【簡易調査】
・6月に調査対象事業者1,463件に簡易調査の案内文を発送

最終取
組状況

【個人事業者への申告啓発活動の充実】
・12月に市広報掲載、12月及び1月にラジオ放送、1月に市公式SNSで情報発信
・農業団体の1月機関誌へのチラシ折込み配布
・税務署、保健所への各種事業届出者へチラシ配布

【税務署調査による未申告及び資産なし事業者への申告指導】
・税務署保有の個人の申告書閲覧等により令和5年度(2023年度）の新規及び申告漏れが
ある課税対象者約317人を抽出し申告書を発送
・当初申告未申告者に対し、5月にはがきによる催告1,476件。12月に太陽光発電事業者へ
申告再案内（22件）
・税務署調査（令和2年度(2020年度）実施分）における未申告者14件の課税台帳作成

【実地調査による申告指導】
・実地調査（令和4年度(2022年度）実施）に基づき、修正が必要な事業者1件の課税台帳作
成

【経済産業省等への調査による太陽光発電事業者への申告案内】
･太陽光発電事業者（令和4年度(2022年度）調査実施分）21人へ令和5年度(2023年度）申
告書を発送

【簡易調査】
・調査対象事業者・・・1,463件　　・実施件数・・・1,163件
・更正件数　　　　 ・・・ 53件　　　 ・更正税額・・・4,280,700円

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

　広報紙掲載やチラシ折込みなどの広報活動及び各種調査により把握し
た未申告者に申告を促した。また、平成30年度（2018年度）から実施して
いる推計課税を令和4年度（2022年度）も実施し、効果が得られた。簡易
調査の更正税額については、適正な課税を実施した結果増額となったも
のである。
　令和5年度（2023年度）も広報活動及び税務署調査等の各種調査を積
極的に実施し、進捗管理を行いながら、公平・適正な課税に努める。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

不要額：3月調定額
必要額：当初納税通知書時調定額

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　国保年金課

達成
目標

　国保財政の健全化

効果 　医療費の伸びの抑制や不正請求の防止、適正な保険給付の実施と財源の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

被保険者一人あたりの診療費（年額）
288千円

（2017年度）
314千円 328千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

レセプト点検

ジェネリック医薬品使用
促進

保険給付等の分析・指導

第三者行為求償、不当利
得返還金の事務処理体
制の強化とその実施

備考

項目
名称

No. 28 　国民健康保険における医療費適正化事業の充実・強化

分類

現状
と

課題

　少子高齢化の進展や医療の高度化により、被保険者が減少する一方、年々医療費は増加してい
る。今後とも、持続可能な国保の財政運営を堅持するために、国保財政の健全化は不可欠であり、
歳出の抑制と歳入の確保に努めなければならない。

取組
内容

　医療の適正な受診環境の整備等に努め、医療費の適正化、国保財政の健全化を図る。
　1　レセプト内容の充実、点検実施体制の構築による診療報酬の適正化
　2　ジェネリック医薬品使用促進の啓発（年３回）
　3　保険給付等の分析（重複・頻回受診、重複・多剤服薬等の点検）に基づいた通知・指導による
　　医療費の適正化
　4　第三者行為求償、不当利得返還金の事務処理体制に関する関係機関との連携強化による収
　　入の確保

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額 38,057 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

レセプト点検については、国保連合会と連携し、点検精度の向上に努めている。
ジェネリック医薬品使用促進については、差額通知書（通知対象差額100円以上）を年3回
（6月・10月・2月）の送付としており、6月に対象者5,873名に対し周知・啓発に取り組んだ。
保険給付等の分析・指導については、県の委託事業を利用した「適正服薬促進事業」を実
施し、一定条件を満たす重複・多剤投与等の対象者1,838人に対して9月下旬に健全な保
険診療を促す通知を行った。今後は、レセプトにて医療費等の評価を2月に行う予定であ
る。
第三者行為求償については、消防や保健所などの関係機関と連携して被害届の提出につ
ながる調査や勧奨を行ったほか、委託者である国保連合会と緊密に連携し、研修受講など
を通して業務強化を図った。不当利得返還金の事務については、資格点検等による請求を
適正に行いつつ、オンライン資格確認によるレセプト振替等を行った。

最終取
組状況

レセプト点検については、内容・資格点検による過誤再審査等の対応を行った。また、ジェ
ネリック医薬品使用促進を目的として、差額通知書を年3回発送した（対象者15,051名）。適
正服薬に係る事業については通知発送後、通知の効果の検証を行った。第三者行為求償
についても、被害届につながる調査や勧奨により求償率向上を図った。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

コロナ禍による診療控えも緩和してきており、一人あたりの医療費は増加
傾向にあることから、引き続きレセプト点検等による医療費の適正化に取
り組むとともに国保財政の健全化を図る。
本項目は、「宮崎市国民健康保険事業方針」に位置付けられており、次
年度は同方針により進捗管理を行う。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

●ジェネリック医薬品使用促進の効果額　33,257千円
・効果額：先発医薬品に係る費用①－後発医薬品に係る費用②
※ただし①及び②は連合会システムの関係上、計上不可
●適正服薬推進事業による効果額　4,800千円
・効果額：勧奨通知発送前後3カ月の削減額

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　税務部　国保収納課

達成
目標

　現年度分の収納率向上

効果
・国民健康保険制度の財政健全化
・国民健康保険税負担の公平性の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

国民健康保険税収納率（現年度分）
91.55%

(2016年度）
91.75% 91.85%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

滞納処分（預金、生命保
険、給与、不動産等の差
押え）の実施

催告と組み合わせた夜
間、休日納付相談窓口の
開設

新規滞納者に対する一
次催告及び口座振替勧
奨

新型コロナウィルス等の
影響により納税困難な方
への納税相談対応

備考

項目
名称

No. 29 　国民健康保険税の収納率向上

分類

現状
と

課題

　本市の国民健康保険制度は、高年齢層の被保険者が大きな割合を占めるため、医療費の水準が
高くなっている。一方で、所得水準が低いため、保険料負担が重く、その結果、収納率が低下してい
るなど、保険制度の財政基盤は構造的にもろくなっている。このため、国民健康保険制度の安定した
財政運営と、被保険者の納付の公平性を確保するために、収納率向上を図る必要がある。
 　なお、令和２年度は、新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方に対して、「特例制度」を適
用し、一年間の徴収猶予を実施しているが、次年度以降の家計等に与える税負担の影響が懸念さ
れる。

取組
内容

1　滞納処分（預金、生命保険、給与、不動産等の差押え）の実施
2　催告と組み合わせた夜間、休日納付相談窓口の開設
3　新規滞納者に対する一次催告及び訪問徴収員等による口座振替勧奨の推進
4　新型コロナウィルス等の影響により納税困難な状況にある方への状況に応じた納税相談対応

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

・財産調査を行い、滞納処分として預金・生命保険・給与・売掛金・不動産等の差押を実施した。あ
わせて、財産がない者に対しては滞納処分の執行停止を行った。
・5月に一斉催告（5,272件）を行い、あわせて休日納税相談窓口を開設した。
・新規滞納者に対する一次催告、訪問により口座振替を勧奨するなどして、早期の滞納解消を行っ
た。
・口座振替勧奨チラシを作成し、催告を行う際に同封した。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方に対し、納税相談の中で減免や徴収猶予等の
制度を案内し、申請が適切に行われるよう支援を行った。
・令和4年(2022年)9月末の収納率は、現年度分35.61％（前年比0.11％増）、滞納繰越分は9.01％
（前年比0.03％減）となっている。

最終取
組状況

・預金・生命保険・給与・売掛金・不動産差押等の滞納処分を実施した。
・不動産公売及び捜索による取立を実施した。
・一斉催告と組み合わせた休日納税相談窓口を5月と11月に開設し、納付及び相談の機会を増やし
た（催告発送件数：10,896件）。
・新規滞納者対策として、未納額が大きくなる前に納税催告を行う一次催告を8・9・10・12・1・2・3月
の7回（発送件数：4,711件）行い、早期の滞納解消を図った。
・口座振替勧奨推進チラシを作成し、一次催告送付時に同封した。
・徴収員による実態調査、戸別訪問による納付指導や口座振替推進を行った。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方に対し、納税相談の中で減免や徴収猶予制度を
説明し、該当見込みがある方に適切な案内を行った（徴収猶予決定：42件）。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

 新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、減免等の適切な対応により、現年
度の収納率は93.25%（前年比0.08%減）、滞納繰越分は16.24%（前年比0.48%減）、
全体の収納率は75.68%（前年比0.02%増）となった。
 今後も適切な滞納処分を実施し、より一層の収納率アップに努める。
 次年度以降は、関係課で構成する宮崎市収納対策本部において進捗管理す
る。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　環境部　環境施設課

達成
目標

・固定価格買取制度への売電契約変更による売電収入の増加
・一般廃棄物処理手数料の見直しによる受益者負担の適正化

効果 　一般廃棄物処理に係る歳入の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

エコクリーンプラザみやざきにおける売電収入・直接搬
入手数料の増（2017年度（平成29年度決算）比）

100％ 120% 120%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

焼却施設で発生する電力
に係る固定価格買取制
度導入に向けた取組

焼却施設で発生する電力
に係る固定価格買取制
度移行後の効果検証

一般廃棄物処理手数料
の見直しに向けた取組

　「宮崎市廃棄物の適正
処理、減量化及び資源化
等に関する条例」の改正

備考

項目
名称

No. 30 一般廃棄物処理事業における歳入確保

分類

現状
と

課題

　一般廃棄物の処理に多額の費用を要しており、焼却施設の余熱を利用して発電される電力に係る
売電単価の見直しや他自治体と比べ低い水準となっている一般廃棄物処理手数料の見直しによる
受益者負担の適正化などの歳入確保に向けた取り組みが必要である。

取組
内容

1　エコクリーンプラザみやざき焼却施設で発生する電力に係る固定価格買取制度導入に向けた取
組
2　焼却施設で発生する電力に係る固定価格買取制度移行後の効果検証
3　一般廃棄物処理手数料の見直しに向けた取組
4　「宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例」の改正

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額 82,054 

必要額 0 

効果額 82,054 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

エコクリーンプラザみやざきの売電収入は、平成27（2017）年度：約3.3億円から、固定価格買取制度
の導入により、令和2（2020）年度：約4.7億円、令和3（2021）年度：約3.6億円と増加し、今年度の決
算においても4億円超を見込んでいる。
一般廃棄物処理手数料については、令和3（2021）年度から本市がエコクリーンプラザみやざきの運
営を担うことで、施設運営に係る各種費用について大幅な変更があったため、同年度における処理
原価を一般廃棄物処理会計基準に基づいて算定し、これを踏まえた適切な受益者負担額となるよう
見直しを行う方向で準備を進めている。

最終取
組状況

エコクリーンプラザみやざきの売電収入は、平成29（2019）年度の約3.5億円から、令和4（2022）年度
は約4.3億円の決算見込となり、年間約8,200万円の歳入増を達成。更に、令和4（2022）年度には売
電契約の一部に競争入札を導入した結果、令和5年度以降は更に1億円の増収（約5.3億円/年）が
見込まれる。
一般廃棄物処理手数料については、新会計基準に基づく処理原価を算定し、市長協議のうえ見直
しの方針を固めた。令和5（2024）年度に条例改正を議会に提案し、段階的な手数料の見直しを図る
計画である。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

令和4年度歳入見込（平成29年度決算比、施設全体）
売電：123.6％　手数料：20％以上の増収となる見直しの方針決定。
今後は手数料に係る条例改正に向けた取り組みを進めるとともに、売電につい
ては収入増に加えて電力の有効活用等、幅広く検討を進める。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

不要額　令和4（2022）年度売電収入決算見込：429,411千円－
平成29（2019）年度売電収入決算額：347,357千円＝82,054千円

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　福祉部　福祉総務課

達成
目標

　調査・分析結果に基づいた事業内容の見直し

効果 　事業の安定的な継続

指標 現状 中間年度 最終年度

敬老バスカ取扱業務委託料（単年度） 368,178千円 355,000千円 355,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

事業内容の検討

利用実績の調査・分析

備考

項目
名称

No. 31 　敬老バスカ事業の見直し

分類

現状
と

課題

　70歳以上の高齢者の生きがいづくりや健康づくりのため、外出を促進することを目的とし、路線バス
を宮崎市内で乗車か降車した場合、一乗車100円で利用することができる「敬老バスカ」を交付してい
る。
　対象年齢（70歳以上）人口が年々増加しており、今後の事業費の増大が懸念されているが、昨今の
新型コロナウイルスの流行により利用者及び事業費が大幅に減少し、公共交通の運行に多大な影響
が生じている現状がある。

取組
内容

　関係各課（拠点都市創造課、都市計画課等）と情報の共有を行い、新型コロナウイルスの状況も踏
まえて意見を交えながら敬老バスカの市負担額や利用範囲等の事業内容の見直しについて検討を
行う。
　1　事業内容の検討
　2　利用実績の調査・分析結果

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

　昨年度に引き続き、利用実績の調査・分析を行っている。本年度上半期の乗車件数は、昨
年度と比べると9.1％増加しているものの、依然として、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和元年度（2019年度）の約7割の水準に留まっている。

最終取
組状況

　乗車件数は、下半期が前年度同期比4.7％の増加、年度全体としては、6.8％の増加となっ
たものの、令和元年度（2019年度）と比較すると、73.8％の水準に留まっている。
　利用実績の分析により課題等も明確になりつつあるが、アフターコロナにおける利用状況
が見込みにくいため、引き続き、状況を注視するとともに、分析を継続する。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

運行路線の動向等について、関係課と情報共有をしながら対応できた。
今後も引き続き利用実績の分析を進めることとするが、本項目は継続事
業評価対象であるため、事業評価において管理する。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　福祉部　介護保険課

達成
目標

　収納率向上による被保険者間の保険料負担の公平性確保

効果 　介護保険制度の安定的運営

指標 現状 中間年度 最終年度

介護保険料収納率（現年度分）
98.53%

(2016年度)
98.61% 98.69%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

介護保険制度の周知(給
付制限等）

普通徴収対象者への口
座振替の推進

滞納者に対する催告と納
付相談員による訪問指導

財産調査に基づく差押え
等の滞納処分の実施

新型コロナウイルス等の
影響により納付困難な方
への納付相談対応

備考

項目
名称

No. 32 　介護保険料の収納率向上

分類

現状
と

課題

　現年度分は、年金天引きによる特別徴収は収納率100％であるが、納付書による普通徴収は収納
率90％に届かず、特別徴収と普通徴収を合わせた収納率は98％台で推移している。また、滞納繰越
分の収納率は20％程度となっている。
　普通徴収の被保険者は、概ね所得水準が低いため保険料負担が重く滞納につながる傾向にある
が、それに伴う給付制限の回避のため滞納の解消を図ると同時に、保険料の公平負担の観点から
収納率向上を図る必要がある。
　なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対して、徴収猶予や
減免措置を適用しているが、収入減少に伴う今後の納付への影響が懸念される。

取組
内容

1　介護保険制度の周知（給付制限等）
2　普通徴収対象者への口座振替の推進
3　滞納者に対する催告と納付相談員による訪問指導
4　財産調査に基づく差押え等の滞納処分の実施
5　新型コロナウイルス感染症等の影響により納付困難な状況にある方への状況に応じた納付相談
対応

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

【介護保険制度の周知（給付制限等）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市広報6月号に介護保険制度の広報記事を掲載した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・65歳以上の被保険者にパンフレットを郵送した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【普通徴収対象者に対する口座振替の推進】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・65歳到達者あてに口座振替依頼書を郵送した。2,375件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【滞納者に対する催告と納付相談員による訪問指導】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・納付催告書の発送：5月・8月　1,214件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最終取
組状況

【介護保険制度の周知（給付制限等）】
・市広報6月号に介護保険制度の広報記事を掲載した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・65歳以上の被保険者にパンフレットを郵送した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【普通徴収対象者に対する口座振替の推進】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・65歳到達者あてに口座振替依頼書を郵送した。　4,941件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【滞納者に対する催告と納付相談員による訪問指導】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・納付催告書の発送：5月、8月、10月・12月・2月　3,076件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・差押予告通知の発送：随時　30件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【介護保険料現年度収納率】　99.19％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

 市広報やパンフレット等を通して保険料改定や制度等の周知を図り、口
座振替への勧奨等を行った。また、滞納者への催告や給付制限、差押予
告や滞納処分等についても、納付相談員による訪問指導を活用し、鋭意
検討を行いながら実施した。
 次年度以降は、関係課で構成する宮崎市収納対策本部において、進捗
管理する。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　子ども未来部 子育て支援課

達成
目標

　母子父子寡婦福祉資金貸付金滞納繰越分償還率の向上

効果 　経費の節減及び貸付制度の適正かつ公平な運用

指標 現状 中間年度 最終年度

母子父子寡婦福祉資金貸付金（滞納繰越分）償還率
（単年度）

9.17% 15.00%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

プロポーザル方式による
公募

受託業者との仕様に
ついての協議

宮崎市から債務者への
業務委託通知文書発送

債権回収業務実施

備考

項目
名称

No. 33 　母子父子寡婦福祉資金貸付金債権（滞納繰越分）の回収促進

分類

現状
と

課題

　母子父子寡婦福祉資金貸付金について、現年度分は目標償還率を維持しているが、滞納繰越分
は、債務者の償還不履行や音信不通状態により、償還率が著しく低い状況にある。
　貸付制度の適正かつ公平な運用を確保するために、滞納繰越分の償還率向上が課題となってい
る。

取組
内容

債権回収業務を、ノウハウを有する弁護士法人等の民間事業者へ委託する。
1　プロポーザル方式による公募
2　受託業者との仕様についての協議及び契約
3　宮崎市から債務者への業務委託通知文書発送
4　債権回収業務実施（～R4年9月）　

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額 3,500 

必要額 95 

効果額 3,405 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

令和４年度（２０２２年度）上半期での回収件数は５２件、回収金額は４８０，６８０円となって
いる。業務委託は令和４年度（２０２２年度）上半期までのため、これで契約終了となる。令
和５年度（２０２３年度）より再び業務委託を行うため、プロポーザルにより事業者を公募予
定。

最終取
組状況

令和４年度（２０２２年度）上半期で契約が終了しているため、令和４年度（２０２２年度）の
回収件数は５２件、回収金額は４８０，６８０円で変化無し。
公募型プロポーザルにて新たな事業者と令和５年度（２０２３年度）以降の債権回収業務委
託契約を締結済み。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

債権回収業務委託を行ったことにより、一部の債務者から償還が再開さ
れ、継続的な債権回収に繋がった。
令和５年度（２０２３年度）以降については、今回委託した事業者とは別の
事業者に委託を行い、より一層の償還率向上を目指す予定。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

税部門等で経験を積んだ職員1名を、債権管理専門再任用職員
として採用した場合
  3,500千円(再任用職員/人)
     －95千円(令和4年度委託料成功報酬)=3,405千円

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標

値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

6 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　子ども未来部　保育幼稚園課

達成
目標

　保育料の収納率の維持・向上

効果 　認可保育所の運営経費の財源と保育所利用者の公平性の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

保育料収納率（現年度分）
99.12%

(2016年度)
99.15% 99.20%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

宮崎市保育料収納推進
員を活用した滞納分の納
付指導等

前月未納分の納付勧奨

納付誓約書の提出・履行
の強化

児童手当からの徴収申
出書の提出強化

滞納整理担当課への事
務移管の促進

新型コロナウィルス等の
影響により納付困難な方
への納付相談対応

備考

項目
名称

No. 34 　保育料の収納率向上

分類

現状
と

課題

　少子化が進展している一方で、夫婦共働きにより生計を維持する世帯が増えるなど、保育のニーズ
は、なお高まりを見せている。保育料については、毎年約1％未満ではあるが、未納（現年分）が発生
している状況にある。認可保育所の運営経費の財源確保、保育所利用者の応分の負担による公平
性を保つため、収納率の向上を図る必要がある。
  そのような中、令和元年10月に保育料の無償化が開始され、徴収する保育料が減少したため、費
用対効果を考慮し、保育料収納推進制度及びコールセンター事業を廃止した。銀行納付が困難な世
帯については、徴収員が訪問徴収を行っているが、非効率的であることが課題である。収納率を維
持向上するために効率的で効果的な対策が必要である。
　なお、令和2年度は、新型コロナウィルスの影響により収入がある一定の割合で減少した方に対し
て減免措置を適用しているが、収入減少に伴う今後の納付への影響が懸念される。

取組
内容

1　宮崎市保育料収納推進員（認可保育所施設長）を活用した滞納分の納付指導等
2　前月未納分の納付勧奨
3　納付誓約書の提出・履行の強化
4　児童手当からの徴収申出書の提出強化
5　滞納整理担当課への事務移管の促進
6　新型コロナウィルス等の影響により納付困難な状況にある方への状況に応じた納付相談対応

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

・児童手当からの保育料差し引きについては、令和４年度(2022年度)9月時点では新たに１
０名の未納者からの同意を得ることができた。
・令和４年度(2022年度)9月末時点における収納率は、前年度同時期と比較し、3.37ポイン
ト減少している。収納率の維持・向上のためにも令和5年(2023年)1月からWEB口座振替受
付サービス、2月からコンビニ収納を開始を予定している。

最終取
組状況

・昨年度に引き続き、未納者への電話や訪問での納付指導を行い、児童手当からの保育
料差し引きについては、令和４年度(2022年度)において28名の未納者からの同意を得るこ
とができた。
・令和5年(2023年)1月よりWEB口座振替受付サービス、2月から口座振替不能通知の発送
やコンビニ収納を開始し、納付方法の利便性の確保を行った。
収納率 現年度:99.17％(前年度比△0.39ポイント) 滞納繰越分:24.80％(△2.69ポイント)

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

・取組については今年度も継続して納付相談等を行い、加えて納付方法
の利便性の確保を行った。
・今後も適切な滞納整理を実施し、収納率の向上へ繋げたい。
・次年度以降は、関係課で構成する収納対策本部において進捗管理を行
う。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　建設部　用地管理課

達成
目標

　道路利用者の安全性、快適な道路空間の確保

効果
・道路占用物の管理者による安全確保（道路占用制度に対する意識づけ）
・道路占用料収入の増による道路空間の維持確保

指標 現状 中間年度 最終年度

道路利用者の安全性、快適な道路空間の確保に向け
た指導件数（単年度）

適合　　177

不適合
不法　
　　　　2，162
　(2016年度)

適合　 　 
　　　　　 393
不適合
不法　
　　　　2，267

適合　 
　　　　　  333
不適合
不法　
　　　　 1，727

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

適合物件占用者に対す
る道路占用許可手続の
申請依頼又は撤去指導

不適合物件及び不法占
用物件の占用者に対す
る撤去を含む適正化是正
指導

不適合物件及び不法占
用物件の発生を未然に
防ぐための啓発活動

備考
*1 不適合物件　道路占用基準を満たしていない未申請物件。
*2 適合物件　道路占用基準を満たしているが、申請されていない物件。
*3 不法占用物件　不適合かつ不法に道路を占用している物件。

項目
名称

No. 35 　道路占用物件の適正化

分類

現状
と

課題

 　平成17年度（2005年度）に実施した調査により道路占用物件の適正化指導に取り組んできた結

果、当初の不適合物件*1の是正撤去や適合物件*2の申請件数も改善されてきた。　しかしながら、道

路占用に関する認知不足により新たな不法占用物件*3の増加や未申請物件も見受けられる。

取組
内容

1　適合物件占用者に対する道路占用許可手続の申請依頼又は撤去指導
2　不適合物件及び不法占用物件の占用者に対する撤去を含む適正化是正指導
3　不適合物件及び不法占用物件の発生を未然に防ぐための啓発活動

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不要額 937 

必要額

効果額 937 

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

①適合物件については、年間30件を指導目標としているが、9月末現在92件が、是正されている。
②不適合及び不法物件については、年間270件を指導目標としているが、9月末現在で74件が、是正されてい
る。　今後さらに重点地区を中心に是正指導を行っていく。
③重点地区内の飲食店や商店街振興組合等に道路占用のチラシの配布及び制度の説明を行い、道路占用制
度の理解と協力が得られるよう啓発を推進していく。

最終取
組状況

①適合物件については、324件のうち年間30件を是正目標としていたが、実績として105件
が是正された。
②不適合及び不法物件については、2,169件のうち年間270件を是正目標としていたが、実
績として141件が是正された。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

指導対象が129件(適合物件49件、不適合物件80件)増加したが、246件
是正された。今後も道路占用制度の啓発を進めながら、是正指導と申請
指導をしていく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

看板類及び日よけ等の道路占用申請による占用料

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　建設部　建築住宅課

達成
目標

　市営住宅家賃等の収納率の向上及び適切な滞納整理の実施

効果 　市営住宅等の安定した運営と入居者間の公平性の確保

指標 現状 中間年度 最終年度

1　市営住宅家賃収納率（現年度分）

2　長期高額滞納者数

99.62%
(2016年度)

173人
(2017年8月末）

99.70%

104人

99.75%

70人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

指定管理者への指導

長期高額滞納者への法
的措置

退去滞納者の追跡調査、
回収可否の整理

備考 * 長期高額滞納者　6か月以上または10万円以上の滞納がある者。

項目
名称

No. 36 　市営住宅家賃等の収納確保

分類

現状
と

課題

　平成28年度（2016年度）の収納率は、家賃92.12%（現年99.62%、滞納繰越11.58%）、駐車場使用料
96.92%（現年99.58%、滞納繰越21.56%）、退去修繕費11.48%（現年90.31%、滞納繰越8.49%）であり、滞
納繰越分の確保が困難になっている。
　平成3１年度(2019年度)以降は、新型コロナウイルス感染防止の観点から徴収活動が困難になる
点や、経済状況や雇用状況の悪化等の理由から、徴収率の低下が予想される。収入の下がった入
居者から申請があった場合は、現状の規定どおり、家賃の減免等の手続きを行う。

取組
内容

1　指定管理者への滞納整理に係る指導

2　長期高額滞納者*への厳格な法的措置の実施
3　退去滞納者への納入指導と回収可能な債権の明確化

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

・指定管理者「市営住宅管理センター」と地区管理会社10社との収納率向上の取組みに向
けた情報交換会を毎月実施している。
・「市営住宅管理センター」と、長期高額滞納者や退去滞納者（連帯保証人を含む）への納
入指導や債権の状態について定期的に情報共有や方針の検討を行っている。

最終取
組状況

・入居者及び世帯員の収入減少などに対して、規定に基づき家賃の減免を実施した。
・指定管理者と悪質な長期滞納者に対して随時協議を行い、法的措置対象者を整理した。
・納付指導により、退去滞納者２名及び即決和解者１名の滞納を解消した。
・退去滞納者に対して、各種調査を実施し、債権回収が見込めない者に対しては不納欠損
を実施した。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

・指定管理者と適宜情報共有を行い、収納率向上の取組を連携して行う
ことができ、現年度収納率を高水準で維持できている。
・次年度も引き続き情報共有しながら収納率向上の取組みを行うととも
に、長期滞納者への法的措置についても選定していく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)



大 1

中 1

小 6

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

歳入確保と歳出削減の推進

所管課 　上下水道局　料金課

達成
目標

　令和4年度（2022年度）の収納率（現年度（5月末））
　　水道料金　98.91％　　下水道使用料　98.90％

効果 　上下水道財政の健全化及び負担の公平性が確保される

指標 現状 中間年度 最終年度

1　水道料金収納率（現年度分）*

2　下水道使用料収納率（現年度分）*

（水）　98.75％
(2016年度)

（下）　98.80％
(2016年度)

（水）　98.87％

（下）　98.86％

（水）　98.91％

（下）　98.90％

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

料金センター委託受託者
が行う滞納整理業務の進
捗管理と指導監督（通
年）

必要に応じた給水停止や
滞納処分等の実施（随
時）

新型コロナウイルス等の
影響により納付困難な方
への納付相談対応

備考
*　公営企業会計においては出納整理期間はないが、目標とする収納率は、市税等と同様に5月末
現在の値を用いている。

項目
名称

No. 37 　上下水道料金等の収納率向上

分類

現状
と

課題

　平成23年度（2011年度）に料金センターを開設し、委託業務の受託者と連携しながら上下水道料金
等の収納率の向上に努めているが、景気停滞等の要因から、今後も収納率の低下が懸念される。
　上下水道財政の健全化及び負担の公平性を確保するため、収納率の向上を図る必要がある。
　なお、令和2年度（2020年度）は、新型コロナウイルスの影響により水道料金の減額措置や納付困
難な方に対する支払猶予を実施しているが、今後の経済状況等に伴い収納への影響が懸念される。

取組
内容

1　料金センター委託受託者が行う滞納整理業務の進捗管理と指導監督
2　必要に応じた給水停止や滞納処分等の実施
3　新型コロナウイルス等の影響により納付困難な状況にある方への状況に応じた納付相談対応

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不用額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

【水道料金】　　　　80.10%（令和4年（2022年）9月末現在）　
　　　　　　　　　　　 80.25%（令和3年（2021年）9月末現在）　前年同月比　－0.15P
【下水道使用料】　79.82%（令和4年（2022年）9月末現在）  
　　　　　　　　　　　 79.84%（令和3年（2021年）9月末現在）　前年同月比　－0.02P
 文書催告や戸別訪問、電話催告を行い、必要に応じ給水停止を行った。長期滞納者につ
いては料金センター委託受託者と協議のうえ滞納整理方針を決定した。

最終取
組状況

【水道料金】　　　　99.27%（令和5年（2023年）5月末現在）　
　　　　　　　　　　　 99.34%（令和4年（2022年）5月末現在）　前年同月比　－0.07P
【下水道使用料】　99.31%（令和5年（2023年）5月末現在）  
　　　　　　　　　　　 99.39%（令和4年（2022年）5月末現在）　前年同月比　－0.08P
 料金センターによる滞納整理（戸別訪問・電話催促）及び給水停止を行った。長期滞納者
等については6月・10月・1月に料金センターに対して滞納整理ヒアリングを料金センターに
対して行った。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

水道料金及び下水道使用料ともに目標収納率は上回ったが前年度収納
率は下回った。今後も引続き滞納整理の早期着手及び長期滞納の解消
について取組む。
次年度以降は、上下水道局の経営審議会及び関係課で構成する宮崎市
収納対策本部において進捗管理する。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)


